
上尾市国民健康保険税条例の改正（軽減判定所得の拡大）について
資料５

地方税法施行令の一部を改正する政令が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、令和７
年度以後の上尾市国民健康保険税に適用するため条例を改正

改正理由

内 容

国民健康保険税の軽減措置の判定に用いる所得基準額を以下のとおり拡大
○５割軽減：被保険者の数に乗ずべき金額 【令和６年度】 ２９５,０００円 → 【令和７年度】 ３０５,０００円

○２割軽減：被保険者の数に乗ずべき金額 【令和６年度】 ５４５,０００円 → 【令和７年度】 ５６０,０００円

軽減割合 判定に用いる所得基準額（前年中の総所得金額等）

７割軽減 変更なし ４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

５割軽減
改正前 ４３万円＋｛２９.５万円×（被保険者数※）｝＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

改正後 ４３万円＋｛３０.５万円×（被保険者数※）｝＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

２割軽減
改正前 ４３万円＋｛５４.５万円×（被保険者数※）｝＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

改正後 ４３万円＋｛５６万円×（被保険者数※）｝＋１０万円×（給与所得者等の数－１）

※後期高齢者医療制度へ移行後も継続して同一世帯に所属する人の数も含む

施行期日

令和７年４月１日（令和７年度課税分より適用）


